








　　（別表）

生物 項目 目安案 農薬ＴＧの規定 OECD-TGの規定

成長段階
（試験魚の全長）

テストガイドラインで定められた試験魚の全
長の中央値の１／２～２倍の範囲

コイ：1.5～8.0cm
ヒメダカ：1.0～4.6cm
ブルーギル：1.0～4.0ｃｍ
ニジマス：2.5～10ｃｍ
グッピー：1.0～4.0cm
ゼブラダニオ：1.0～4.0cm
ファットヘッドミノー：1.0～4.0cm

コイ：4.0±2.0cm
ヒメダカ：2.3±1.2cm
ブルーギル：2.0±1.0ｃｍ
ニジマス：5.0±1.0ｃｍ
グッピー：2.0±1.0cm
ゼブラダニオ：2.0±1.0cm
ファットヘッドミノー：2.0±
1.0cm

コイ：3.0±1.0cm
ヒメダカ：2.0±1.0cm
ブルーギル：2.0±1.0ｃｍ
ニジマス：5.0±1.0ｃｍ
グッピー：2.0±1.0cm
ゼブラダニオ：2.0±1.0cm
ファットヘッドミノー：2.0±1.0cm

密度
被験物質の濃度低下が無く、曝気なしで、
DOが確保されるのであれば可

1g未満/L（流水式であれば、
それ以上も可）

1g未満/L（流水式であれば、それ以
上も可）

暴露期間
テストガイドラインで定められた期間から±
24時間以内
魚類：72～120時間

魚類：96時間 魚類：96時間

試験環境（水温）

設定温度がテストガイドラインで定められた
温度範囲から３℃以内の水温である

コイ：17～27℃
ヒメダカ：18～28℃
ブルーギル：18～28℃
ニジマス：10～20℃
グッピー：18～28℃
ゼブラダニオ：18～28℃
ファットヘッドミノー：18～28℃

コイ：20～24℃
ヒメダカ：21～25℃
ブルーギル：21～25℃
ニジマス：13～17℃
グッピー：21～25℃
ゼブラダニオ：21～25℃
ファットヘッドミノー：21～25℃

コイ：20～24℃
ヒメダカ：21～25℃
ブルーギル：21～25℃
ニジマス：13～17℃
グッピー：21～25℃
ゼブラダニオ：21～25℃
ファットヘッドミノー：21～25℃

濃度設定（公比）
Dose-Responseの状況をみてケースバイ
ケース

公比は2.2を超えないことが望
ましい 公比2.2を超えないことが望ましい。

濃度の安定性（分
析）

①終了時実測値を用いて結果を算出してい
る
②濃度が維持できる物質については、設定
値での算出可能

被験物質濃度を暴露開始時、
終了時、換水前後に測定。
暴露期間中、設定濃度の80%
以上であることが望ましい。

少なくとも設定濃度の80%を維持すべ
き。濃度変化が20%を超える場合は
実測値で結果算出。

Dose-Response
内挿により求められた毒性値であること。
その他、反応曲線をみて判断

魚類

信頼性ランク２に該当する可能性のある毒性データをスクリーニングするための目安



成長段階
幼体：生後24時間令以内
成体：暴露期間中に産仔することがない成
長段階であること

幼体：24時間令以内
成体：7日齢

幼体：24時間令未満

密度 幼体：1頭未満/2mL、成体1頭未満/4mL 1頭未満/5mL 1頭未満/2mL
エンドポイント 死亡も含める 遊泳阻害 遊泳阻害

暴露期間
テストガイドラインで定められた期間から±
24時間以内
ミジンコ：24 ～72時間

ミジンコ：48時間 ミジンコ：48時間

試験環境（水温）
設定温度がテストガイドラインで定められた
温度範囲から３℃以内の水温である
ミジンコ：15～25℃

ミジンコ：20℃ ミジンコ：18～22℃

濃度設定（公比） 魚類と同様 魚類と同様 魚類と同様
濃度の安定性（分
析）

魚類と同様 魚類と同様
濃度変化が20%を超える場合は実測
値で結果算出。

Dose-Response 魚類と同様

暴露期間
テストガイドラインで定められた期間から±
24時間以内
藻類：48～96時間

藻類：72時間 藻類：72時間

試験環境（水温）
設定温度がテストガイドラインで定められた
温度範囲から３℃以内の水温である
藻類：18～27℃

藻類：21～24℃ 藻類：21～24℃

濃度設定（公比） 魚類と同様
公比は3.2を超えないことが望
ましい

公比は3.2を超えないことが望ましい

濃度の安定性（分
析）

魚類と同様

被験物質濃度を暴露開始時、
終了時に測定。暴露開始時の
濃度は設定濃度の80%以上で
あることが望ましい。

濃度変化が20%を超える場合は実測
値で結果算出。

Dose-Response 魚類と同様

甲殻類

藻類

（注）この「信頼性ランク２に該当する可能性のある毒性データをスクリーニングするための目安」は、あくまでも環境省事務局が公表データのな
かから、若干のテストガイドラインからの逸脱があるデータも含めてスクリーニングするためのものであり、個々の公表データの信頼性があるか
否かについては、最終的には、水産動植物登録保留基準設定検討会及び中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会において総合判断する
こととする。




